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１. 評価法に係る基本事項 

 

1-1 評価導入の背景 

欧米では、近年、ミツバチの大量死が報告されており、主な要因として、「栄養

不足」､「ダニ等の寄生虫や害虫」､「病気」等のほか､「農薬」の影響も指摘され

ている。  

我が国におけるミツバチの減少事案においても様々な原因が考えられ、農薬が原

因と疑われるものも報告されているが、事案との関係について十分なデータが得ら

れていなかった。そのため、農林水産省は、農薬とミツバチの被害との関連性を把

握し、事故の発生要因を考慮した被害軽減対策を策定するため、2013 年度から 2015

年度までの３年間、農薬が原因と疑われる被害発生事例の全国調査を行った。 

調査の結果から、農薬が原因と疑われる被害の発生は、夏季の水稲カメムシ防除

の時期に多く、巣箱の周辺で採取されたミツバチの死虫から、カメムシ防除に使用

される殺虫剤が検出されたため、水田周辺に飛来したミツバチが水稲のカメムシ防

除に使用された殺虫剤を直接浴びたことが原因の可能性が高いと考えられる。ただ

し、どの殺虫剤が被害を発生させているのかの特定はできなかった。 

このような被害の軽減のため、農林水産省は、①農薬使用者と養蜂家の間の情報

共有、②養蜂家による巣箱の退避・巣門の閉鎖等の対策、③農薬使用者による農薬

の使用の工夫（ミツバチの活動が盛んな時間帯を避けた使用等）等の対策を被害事

例調査の中で都道府県に指導してきており、一定の効果がみられている。  

一方、農薬登録時の審査においては、これまでミツバチの成虫が農薬を直接浴び

た際又は農薬を含んだ餌を摂取した際の毒性の強さを試験により評価し、毒性の強

さに応じて使用上の注意事項を付してきたところである。 

しかしながら、登録時の審査においてミツバチに対する農薬の影響をより的確に

評価するためには、①毒性の強さによる評価だけでなく、使用方法なども考慮して

ミツバチの成虫がどのくらい農薬に暴露したか等の観点で評価を行うほか、②農薬

に暴露した花粉や花蜜を持ち帰った際の巣内の成虫や幼虫への影響等、暴露経路を

通じた群全体への影響について評価することなどが必要であると考えられる。 

このため、農薬使用現場の暴露実態を反映した評価方法への改善を行うとともに、

評価結果に応じて使用方法の見直し等も行い、ミツバチに対する農薬のリスクにつ

いて一層の軽減を図る。 

 

1-2 評価対象と保護目標 

(1) 評価対象 

家畜としてのミツバチを保護する観点から、評価対象は養蜂に用いられるミツ

バチ（セイヨウミツバチ）とする。  

(2) 保護目標 

 養蜂に用いられるミツバチの蜂群維持を保護目標とする。 
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1-3 評価法の骨格 

  (1) 導入する評価法 

   これまでの評価では、室内試験において、個々のミツバチ成虫が直接農薬を

浴びたり、農薬を含む花粉・花蜜の直接摂取を想定した毒性の強さによる評価

（ハザード評価）を実施してきた。 

   今般、農薬のミツバチへの毒性の強さによる評価に加え、ミツバチが、環境

中で農薬を浴びたり、摂取する暴露の量を考慮したリスクベースの評価を導入

する。 

 (2) 想定する暴露経路 

   評価にあたって想定する暴露経路は以下のとおり。 

   ① 接触暴露：開花植物で採餌中の成虫が、直接農薬を浴びる 

   ② 経口暴露：開花植物で採餌した成虫が農薬を含む花粉・花蜜を摂取又は 

巣に持ち帰り、巣内の成虫及び幼虫が摂取する 

 
(3) 導入する評価法の枠組み 

評価は段階的に行うこととし、以下の、個々の蜂を用いた影響評価（第１段階

評価）と蜂群に対する影響評価（第２段階評価）の２段階の評価を導入する。  

   ① 第１段階評価 

       ・蜂群を構成する個々の蜂を用いた影響評価を実施。 

・評価は、暴露経路や農薬の使用方法を考慮した推定暴露量と毒性試験に基づ

く毒性指標の比較により実施。 

    ② 第２段階評価 

 ・蜂個体を用いた影響評価の結果、影響が懸念される水準を超えた場合、蜂

群単位での影響評価を行うことも可能とする。 

 (4) 評価法の枠組み策定にあたっての留意事項 

我が国の評価法策定にあたっては、国際的に合意された OECD の試験ガイド

ラインや欧米の評価法の枠組みを基本とし、我が国の実態を反映した評価になる

よう必要な要素を取り入れるものとする。 

なお、今後もデータや知見の収集に努め、必要に応じて、評価法の見直しを行う。   
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２. 第１段階評価に必要な毒性指標と要求する試験 

 

2-1 毒性指標 

 (1) 毒性指標 

毒性指標とは、個体への影響評価に必要な指標であり、実施したミツバチへ

の毒性試験により、ミツバチへの影響が認められる用量をいう。 

毒性試験は、ミツバチの成虫、幼虫毎、単回での投与、反復（複数回）での

投与毎に実施される。               

(2) 我が国で用いる毒性指標 

生態影響評価において、単回の暴露影響をみるために単回毒性試験、継続した

暴露影響をみるために反復毒性試験が用いられている。  

我が国においては、毒性指標として、以下を用いる。  

・単回接触毒性試験及び単回経口毒性試験における毒性指標 

→半数致死量:LD50 [Lethal Dose 50]（㎍/bee） 

 ※原則として成虫は 48 時間後の LD50 値（48h-LD50）、幼虫は 72 時間後の LD50

値（72h-LD50）を評価に用いる。 

・反復経口毒性試験における毒性指標 

→半数致死摂取量:LDD50 [Lethal Dietary Dose 50] （㎍/bee/day） 

 ※原則として 10 日後の LDD50 値（10d-LDD50）を評価に用いる。 

 

2-2 評価のために要求する試験 

(1) 試験要求の基本的な考え方 

評価に際し、毒性指標を算出するための毒性試験を要求する。毒性試験は、

農薬原体での試験とし、評価対象農薬の使用方法から想定される暴露経路に応

じて要求する。試験は GLP 対応とする。 

○成虫が直接農薬に接触することによる接触暴露経路が想定される場合は、成

虫の単回接触毒性試験を要求するが、ミツバチへの潜在的毒性を評価するた

めに、本試験の要求を必須とし、注意事項に反映するものとする（5-1 参照）。 

○成虫又は幼虫が農薬を浴びた花粉・花蜜を摂取することによる経口暴露経路

が想定される場合は、成虫、幼虫の経口毒性試験を要求する。 

その際、暴露の機会としては、単回、反復暴露が想定されるが、単回試験を基

本で要求することとする。 

1) 成虫試験については、成虫の単回経口暴露評価において、影響が懸念される

水準が一定の値＊を超える場合、反復影響が懸念されると判断し、反復経口毒

性試験を要求することとする。＊0.04 →4-1(1)参照  

2) 幼虫試験については、反復経口毒性試験の提出も可とする。具体的には、

NOEDD 値をもって単回毒性指標の代用とすることが可能とする。また、反復

経口毒性試験の幼虫期間において LDD50 値が算出可能な場合はその値を毒性

指標とすることも可能とする。     
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※ NOEDD（Non Observed Effect Dietary Dose : 無影響量） 

 

＜毒性試験の要求条件＞ 

 
農薬の剤型や使用方法等から見て、ミツバチが暴露しないと想定される場合、

要求する試験を除外することを可能とする。以下のようなケースが該当する。 

＜経口毒性試験を除外するケース＞ 

・誘引剤等、当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合 

・忌避剤、殺そ剤、ナメクジ駆除剤等、配置して使用される場合 

・倉庫等、ミツバチを放飼することがない施設内でのみ使用される場合 

・エアゾル剤等、一度に広範囲かつ多量に使用されることがない場合 

・開花前に収穫する作物及び開花しない作物（管理により開花しない作物を含 

む。）に使用される場合 

・ミツバチが訪花しないとの知見がある開花作物に使用される場合     

等 

なお、現時点で、周囲の植生等に関わらずミツバチが好まない作物として知見が

あるものは以下のとおり。今後、栽培管理の実態などから、新たな知見が明らかに

なった場合には、「ミツバチが訪花しないとの知見がある開花作物」を見直すものと

する。 

＜麦類、まつ、いちょう＞ 

 

(2) 試験要求で考慮すべき事項 

① 試験要求に当たっては、海外・国内ともにミツバチの毒性試験を実施できる試

験機関に限りがあるため、試験実施機関の受入れ能力を考慮し、以下の対応と

する。 

・ミツバチへの潜在的な毒性を評価するため、成虫の単回接触毒性試験を必須で

要求する。 

・１巡目の再評価スキームにおいては、成虫の単回接触毒性試験以外の要求試験

は、成虫の単回接触毒性試験の結果、ミツバチに対して一定以上の毒性（11

㎍/bee 未満 *）を有する農薬及び脱皮阻害等を起こすことで幼虫への影響が懸

念される昆虫成長制御剤を対象とする。 

 ＊現在、ミツバチへの毒性が 11 ㎍/bee 未満の場合、注意事項を付すこととして

いる（5－1 参照） 
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・海外で実施された試験成績についても、内容を精査した上で、利用可能とする。 

・第１段階評価に係る試験は GLP 適用試験とする。 

② 毒性指標を算出するための各種毒性試験において、行動異常がみられれば、そ

れらの所見についても、毒性指標と併せて、評価時に報告するものとする。 

また、今後の課題として、こうした毒性試験から得られた所見を蓄積し、評

価法の検討材料とするとともに、行動への影響等に関する新たな知見や 

海外の評価法についても把握を進めることとする。 

 

３. 暴露量の推計 

 

3-1 暴露量推計の基本的な考え方 

使用方法に従って農薬を使用した際、ミツバチへの暴露経路を踏まえた暴露シ

ナリオ毎に推計を行う。 

暴露シナリオは、ミツバチに対する暴露の程度の違いを考慮し、暴露程度が同

様と考えられる散布方法毎に、以下の３つのシナリオに類型化して推計する。こ

れらの分類に属さない使用方法については、３シナリオのいずれかに当てはめて

評価するものとする（例：樹幹注入→茎葉散布で計算）。  

 
 
暴露シナリオ毎の暴露経路については、ミツバチへの暴露が想定される「接触

暴露」と「経口暴露」の２つの暴露経路を考慮し、推定暴露量を算出する。接触

暴露が想定される散布方法は上記の①茎葉散布のみが該当する。 

暴露量の算出は、予測式を用いた推計（スクリーニング）と実測値を用いた精

緻化の２つの方法により実施する。 

なお、ミツバチが暴露しないと考えられるケースでは、第１段階評価における

暴露量の算出は必要ない。 

＜接触暴露量の算出を除外するケース＞ 

・粒剤等ミツバチが直接暴露しないと考えられる形態の剤型、使用方法 

＜経口暴露量の算出を除外するケース＞ 

・2-2＜経口毒性試験を除外するケース＞と同一 

田面水経由の暴露など作物経由以外の暴露経路については、暴露は比較的少ない

と考えられるが、将来の課題として、今後、基礎的なデータを収集していくことと

する。 

 

3-2 推定暴露量の算出 

(1) 予測式を用いた暴露量の算出 

推定暴露量を、暴露経路毎に予測式を用いて算出する。 

① 接触暴露量（単位：㎍/bee） 対象：成虫 

 「ミツバチ１頭あたりの農薬付着量」に高濃度少量散布の使用方法を反映する

ため、「有効成分濃度」を乗じることにより、接触暴露量を推計する。ミツバチ

① 茎葉散布   ② 土壌処理   ③ 種子処理 
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１頭あたりの農薬付着量は、農林水産省で実施した委託事業結果の解析から想定

される付着量 70 nL/bee を用いる。  

なお、付着量の実測データがあれば、その提出をもって、適用を検討すること

も可能とする。     

接触暴露量＝ミツバチ１頭あたりの農薬付着量（nL/bee）×有効成分濃度（㎍/nL） 

② 経口暴露量（単位：㎍/bee） 対象：成虫、幼虫 

「ミツバチの摂餌量(成虫・幼虫)」に「花粉・花蜜の農薬残留量」を乗じるこ

とにより算出する。 

  経口暴露量＝ミツバチの摂餌量（g/bee/day）×花粉・花蜜の農薬残留量(㎍/g)  

ア）ミツバチの摂餌量  

摂餌量は、ミツバチの成虫、幼虫毎のデータを用いるが、ミツバチの階級毎、

花粉・花蜜毎の詳細なデータを有している米国の摂餌量データを用いることとす

る。**1  

なお、実態を評価に反映するため、我が国では、花蜜がなく花粉しか有しない

作物については、花粉のみの摂餌量を用いることとする（花粉のみの摂餌量を用

いる作物の詳細については、別添参照）。 

成虫の摂餌量は、外で採餌したミツバチ（外勤蜂）から花粉・花蜜を受け取り、

体内で幼虫のための餌を生成し、幼虫に餌を与えるのが内勤蜂であることから、

内勤蜂の摂餌量を用いる。 

 

＜我が国の評価で用いる摂餌量＞ 

・成虫（内勤蜂）：花粉 9.6 mg/bee/day、花蜜 140 mg/bee/day 

・幼虫：花粉 3.6 mg/bee/day、花蜜 120 mg/bee/day  

**1 U.S.EPA（2014）, Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees p.51-52 

イ）花粉・花蜜の農薬残留量 

花粉・花蜜の推定農薬残留量は、類型化した暴露シナリオ（散布方法）毎に異

なった予測定数あるいは予測濃度を用いた予測式により算出する。**2（米国 EPA

の計算シートに基づき算出）  

  ⅰ 茎葉散布の花粉・花蜜の農薬残留量          

  予測定数：98（μg/g per kg/ha）×使用農薬中の有効成分投下量（kg /ha） 

       ※予測定数の 98 は、花粉・花蜜の残留濃度の実測データから作成した数理モ

デルより算出した値 

   ⅱ 土壌処理の花粉・花蜜の農薬残留量 

  予測濃度：Briggs EEC（μg/g）  

 ※Briggs EEC（Estimated Environmental Concentration）は、土壌から植物体へ

の農薬の移行を推定する数理モデル（Briggs ﾓﾃﾞﾙ）に、農薬毎のパラメータ

（ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数（LogPow＝LogKow）、土壌吸着係数（Koc） ＃、使用

農薬中の有効成分投下量（kg /ha））を入力して算出した値 

＃ 土壌吸着係数（Koc）は中央値を用いる 

   ⅲ  種子処理の花粉・花蜜の農薬残留量 
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  予測定数：１（μg/g） 

    ※予測定数の１は、EPPO（欧州地中海植物保護機構）の評価法におけるスク

リーニング値                          

**2 U.S.EPA（2014）, Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees p.49 

ウ）経口暴露量（単位：㎍/bee）の算出   

経口暴露量は、前記 ア）×イ）により算出する。 

 (2) 実測値を用いた暴露量の精緻化 

経口暴露の評価において、「花粉・花蜜の農薬残留量」を推計するための予測

式の代わりに、「花粉・花蜜の残留試験の実測値、あるいはそれに準じたデータ

（例：花粉・花蜜の残留量が類推可能な作物残留試験のデータ）」を用いること

により推定暴露量を精緻化することを可能とする。試験は GLP 対応とする。 

 <参考> 

EFSA（欧州食品安全機関）が、2010 年以降実施された花粉・花蜜残留試験

から得られた新たなデータを収集・解析したレポート**3 によれば、以下が示

されている。 

・ 花粉及び花蜜における残留濃度の比較に関しては、花蜜、花粉及び葉の間で

統計的に有意な差が検出され、花蜜における残留濃度は花粉及び葉面よりも低

く、最も高い残留濃度は花粉で観察された。 

**3 EFSA（2017）Collection and analysis of pesticide residue data for pollen and 

nectar Final Report p.4 

評価に用いる残留値は、基本的に植物体から直接採取した花粉・花蜜からの

残留値とする。その他利用可能なものとして、ミツバチから直接採取した花粉・

花蜜あるいは花粉トラップで採取した花粉からの残留値があるが、これらを用

いる場合は、ミツバチが評価目的の作物から確実に花粉・花蜜を採取している

ことを条件とする。 

  試験の実施にあたっての留意点を以下に示す。 

・ 最大残留値（ピーク値）が確認できるようにサンプリングを実施すること（茎

葉散布シナリオにおいては、散布当日（0 日）のデータを取ること）。 

・ コンタミネーション（試料汚染）がないことが確認されれば、散布前日のデ

ータは必ずしも必要としない。 

・ 花粉・花蜜の採取が困難な場合、花粉又は花蜜の代替として花全体、花粉の

代替として葯、花蜜の代替として花蜜を含む花の一部等を分析部位とすること

ができる。ただし、その場合においては、算出した数値の妥当性を示すこと。 

・ 残留値は、単回経口評価には、最大値を用い、反復経口評価には各試験の平

均値の最大値を用いる。 

・ 試験は３例以上行うものとする。 

※必ずしも別圃場で実施しなくてもよいが、１圃場を単に３つに区切ったという

のではなく、独立した試験を３回実施すること。 

  試験実施にあたり、内容を検討した上で以下の適用を認める。 

・ 海外で実施した試験結果の活用 
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・ 比例原則（principle of proportionality）：単位面積当たり有効成分投下量に比

例した残留濃度の算出 

・ 作物グループ内での代表作物データの活用：ただし、作物の性質等を考慮し、

グループ内で残留値が最大であることが予想されることを示すこと。 

 

４. 影響評価と登録の判断及びリスク管理措置 

4-1 影響評価と登録の判断 

(1) 蜂個体を用いた影響評価（第１段階評価） 

推定暴露量を毒性指標値で除し、その数値が、蜂個体（成虫、幼虫）への影響

が懸念される水準を超えるか確認する。 

＜蜂個体を用いた評価の仕組み＞ 

 
 
【蜂個体への影響が懸念される水準を超えない場合】 

  → 登録が可能    

【蜂個体への影響が懸念される水準を超える場合】 

→ 予測式による花粉・花蜜の残留量の推定の代わりに、花粉・花蜜の残留試験

による実測値等を用いて花粉・花蜜の残留量の精緻化を行い、影響が懸念され

る水準を超えないことが確認されれば登録が可能 

→ リスク管理措置を行い、暴露を軽減することにより、暴露の推計を見直し、

水準を超えないことが確認されれば登録が可能 

影響（リスク）が懸念される水準の設定は、保護目標を満たす必要がある。評価

の第１段階である蜂個体への評価は、蜂群を構成する個々の蜂への影響を、室内試

験において確認するものであるが、蜂個体の死亡率が懸念される水準（レベル）を

超えなければ、蜂群への影響もないと考えられる。室内の急性毒性試験における対

照群の自然死亡率は 10％であり、この数値を超えた場合に、蜂群への影響があると

みなす。 

米国で過去に実施された成虫単回接触毒性試験、成虫単回経口毒性試験の結果を

解析したところ、LD50 値と LD10 値（(10％の死亡率）の比の中央値が 0.4 であった

ことから、単回毒性試験において影響が懸念される水準は 0.4 とする。**4  

**4 U.S.EPA（2014）, Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees p.32 

反復毒性試験についても、毒性指標である LDD50 の影響が懸念される水準は単回

毒性試験と同様の 0.4 とする。 

また、単回毒性試験及び反復毒性試験の両方の試験が実施され LD50 と LDD50 の値

の比較が可能な既存の殺虫剤を解析した結果、双方のデータには、LD50 値×1/10＝

LDD50 値の比例関係が認められることから、LD50 値 × 0.1 を LDD50 値の推定値とす

る。**5  
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これをもとに、成虫単回経口毒性試験において、LD50 値から算出した、影響が懸

念される水準である 0.4 の 1/10 の値である 0.04 を反復影響が懸念される水準とし、

これを超えた場合、成虫反復経口毒性試験を要求することとする。 

提出された試験結果や知見を確認し、比例定数として想定している 0.1 を含め、

比例関係が成り立たないことが示唆されるようなものがあれば、必要に応じて、反

復経口毒性試験を要求する等、試験結果等に応じた対応を検討する。 

**5-1 EFSA（2012）、Scientific Opinion on the science behind the development of a risk 

assessment of Plant  Protection Products on bees（Apis mellifera, Bombus spp. and 

solitary bees） p.267   

**5-2 H. M. Thompson（2010）、Risk assessment for honey bees and pesticides recent 

developments and‘new issues’, Pest Manag Sci, 66（11）, p.1159 

(2) 蜂群への影響評価(第２段階評価) 

蜂個体を用いた評価の結果、暴露量と毒性指標の比が、蜂個体への影響が懸念さ

れる水準を超える場合、半野外等の条件下において、蜂群への影響を総合的に判断

し、蜂群への著しい影響が認められない場合、登録を可能とする。  

蜂群への影響評価（第２段階評価）に関する試験法や評価の考え方は以下のとお

り。 

- 蜂群を用いた試験として、欧米では、半野外試験及び野外試験が評価の対象とさ

れているが、我が国での実行性等を考慮し、半野外試験の実施を推奨する。 

- 半野外試験において、確立された試験法として、トンネル試験（OECD75 ガイダ

ンスドキュメント）、自由採餌試験（Oomen 法）等があり、試験はこれらの手法

に準じ、また欧米の評価ガイダンス等を参考に実施するものとする。 

- 試験にあたっての基本的な留意点は以下のとおり。 

   試験を行う区：処理農薬区、水を用いた陰性対照区、巣内の幼虫等に影響を

与える物質を用いた陽性対照区（試験の設計等に応じ設定）。 

   試験の反復：試験は、統計解析が可能な数の反復を確保するため、３反復以

上行うものとする。 

海外で実施した試験結果の利用：我が国の使用方法に合致することを条件として、

海外で実施した試験も評価対象として認める。 

 - 試験作物は、蜂群への農薬の暴露を十分に確保する観点から、ミツバチが好ん

で採餌する作物を用いることが望ましい。なお、評価の対象となる作物が限定的

であれば、より実態に近い条件に近づけるという観点から当該作物を用いた試験

が推奨される。また、栽培方法が他の作物と大きく異なる場合は、当該作物で実

施する。 

 - 複数濃度区（使用量区）を設定し、花粉・花蜜残留実測値と比較することで、

影響の有無を定量的に判断する方法も可能とする。    

 - 評価にあたっては、死亡率、卵から成虫になるまでの巣内の生育状況(卵：幼虫：

蛹の比率等)、行動異常、巣箱内の温度変化等の事項から、対照区と比較して、蜂

群への影響の有無を、第１段階評価の内容も加味した上で、総合的に判断する。 
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4-2 リスク管理措置の検討 

リスク管理措置を導入して、暴露を軽減することにより、暴露量の推計を見直し、

リスク懸念レベルを超えなければ登録可能。 

＜リスク管理措置＞ 

・使用濃度あるいは量を下げる 

・使用時期を制限する 

-接触暴露を避けるため、開花期を避け使用する 

-経口暴露を避けるため、開花期終了後に使用する  

・ミツバチが暴露しないような使用場所（倉庫や施設）に限定する 

・接触暴露を避けるため、ミツバチが暴露しないような剤型（粒剤など）に変更す

る                                                                

等 

 

５. その他の事項 

5-1 毒性の強さによる評価 

現行の毒性の強さ（ハザード）による評価は継続し、成虫単回接触毒性試験の結

果、ミツバチへの毒性が比較的強いもの（11 ㎍/bee 未満）については、注意事項を

付すこととする。＊ 

【注意事項の例】 

(1) ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること 

(2) 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避け

ること 

 (3）関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に、周辺で養蜂が

行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬の散布時

期などの情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める 

等            

     *成虫単回経口毒性試験が提出されている場合は、その結果も反映する。 
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